
 

民間企業のマイナンバー対応について 
－マイナンバー取扱実務と事前チェックポイント－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

いよいよ今年10月からマイナンバーが通知され、３ヶ月後の2016年１月からマイナンバー

の利用が始まります。社会保障と税制度で利用されるため行政が使うものという誤解があります

が、すべての民間企業が対象となり、社会保障や税関係の手続きにおいてマイナンバーを使わな

くてはなりません。 

本講座では、民間企業における実務を中心に、マイナンバーを取扱うための注意事項を解説す

るほか、民間企業に求められる安全管理措置などについて解説いたします。さらに、政府の最新

情報などについて補足するとともに今後の動向についても展望していきます。講師は、長年、番

号制度の研究に取組み、関連書籍も出版している第一人者、榎並利博氏です。※受講料無料 

1)マイナンバー制度について 

2)企業への影響とマイナンバー対策  

3)マイナンバー実務とそのポイント 

4)安全管理措置と委託 

5)税務におけるマイナンバー対応 

6)社会保障におけるマイナンバー対応 

7)マイナンバー関連ビジネスと将来展望 

8)マイナンバー対応の事前チェックポイント 

講 演 内 容 

1981年富士通株式会社入社。住民基本台帳・印鑑登録証明シ

ステムなど自治体の情報システム開発に携わる。1996年㈱富士

通総研へ出向。電子政府・電子自治体、地域活性化、行政経営を

テーマに研究活動を行う。新潟大学・中央大学・法政大学の非常

勤講師および早稲田大学客員研究員の兼務を経て、現職。 

マイナンバー関連の著書として、『共通番号（国民ID）のすべ

て』、『マイナンバー制度と企業の実務対応』（日本法令 2014年

6月）、『実践！企業のためのマイナンバー取り扱い実務』(日本法

令 2015年3月）などがある。 

㈱富士通総研 経済研究所 主席研究員 
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■日 時：平成２７年９月４日(金) ①午後2時～4時 ②午後6時30分～8時30分 

     ※①，②とも内容は同じです。 

■会 場：つくば市役所 2階201会議室（つくば市研究学園一丁目１番地１） 

■定 員：各180名 

■主 催（お申込み,お問い合わせ先） 

つくば市商工会 TEL 029(879)8200  FAX 029(879)8822 
………………………………………  切り取らずに そのままＦＡＸしてください  ………………………………………… 

 

FAX：029-879-8822  つくば市商工会 行  
            

 

事 業 所 名  Ｔ Ｅ Ｌ  

所 在 地  Ｆ Ａ Ｘ  

受講者氏名   

受講時間(いずれかに〇) ①午後2時～4時         ②午後6時30分～8時30分 

※ご記入いただきました情報は、各種連絡・情報提供にのみ利用させていただきます。 

※当会から連絡が無い限り、受講可能ですので、当日は直接会場へお越しください。 

※天災，交通ダイヤの乱れ，講師の病気等の事情により、講師の変更，中止または延期となる場合があります。 


